
平成 24 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（金融庁） 

制 度 名 
 少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（日本
版ＩＳＡ）の利便性向上・事務手続の簡素化に向けた所要の措置 

税 目  所得税 

 
 制度の利便性向上・事務手続の簡素化を図る観点から、以下の項目について
措置を講ずること。 
 
①  非課税投資額にかかわらず、分配金の同一銘柄への継続再投資を可能にす
ること 

 
②  非課税口座の管理方法を簡素化するため、同一金融機関における非課税投
資については１口座で管理すること 

 
③  非課税口座を開設する際の手続きを簡素化するため、非課税口座開設確認
書交付申請手続と非課税口座開設手続を一本化すること 

 
 
 

要

望

の

内

容 

 平年度の減収見込額 
（制度自体の減収額） 

▲100 百万円 
（ －  百万円）

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

 

⑴ 政策目的 

 国民が豊かさを享受できるような国民金融資産の運用拡大の観点から、日本
版ＩＳＡに関する利便性の向上に向けて、必要な税制上の措置を講ずる。 

 

⑵ 施策の必要性 

 日本版ＩＳＡは、個人投資家の証券市場への参加拡大の観点から導入された
少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置である（平成 26 年
から施行予定）。 

しかしながら、非課税口座開設の手続きや口座管理方法が金融機関及び顧客
双方にとって煩雑なものとなっており、本制度の普及・利用が妨げられるおそ
れがあることから、現行制度の利便性向上・事務手続の簡素化を図るため、こ
れらの措置を講ずるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
 
 Ⅲ－１－（４）個人投資家の参加拡大 
 
 

政 策 の 

達成目標 

 
 個人投資家に対して、金融・資本市場への適切な投資機会を
提供すること。 
（参考：非課税口座数） 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
平成 26～28 年（３年間） 
（非課税期間は各年１月１日から 10 年間） 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
 
（「政策の達成目標」と同じ） 
 
 

合 

理 

性 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
 新設要望のため、該当せず 
 
 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
 
 4,591 万人（平成 22 年度 個人株主数の延べ人数） 
（出典）東京証券取引所等「平成 22 年度株式分布状況調査」 
 
 

有 

効 

性 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
要望の措置は、制度の簡素化を図り、投資家利便に資するも

のであるため、個人投資家の証券市場への参加拡大、ひいては
国民金融資産の運用拡大に有効である。 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
 
なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
 
 なし 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 
 なし 
 
 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

相 

当 

性 

要望の措置 

の 妥 当 性 
要望の措置は、個人投資家の利便性を向上させ、簡素で分か

りやすい制度とするものであり、妥当である。 



租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
 
 
 新設要望のため、該当せず 
 
 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 
 
新設要望のため、該当せず 

 
 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
 
 新設要望のため、該当せず 
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
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置
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適
用
実
績
と
効
果
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関
連
す
る
事
項 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 
 
 新設要望のため、該当せず 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
・平成 21 年度改正 日本版ＩＳＡの創設 
・平成 22 年度改正 日本版ＩＳＡの法制化 
・平成 23 年度改正  日本版ＩＳＡの利便性の向上・事務手続の
簡素化 

 


